
　日野市では、すべての人が地域で普通の生活を営む

ことを当然とする「ノーマライゼーションの理念」に

基づき、身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病

患者等の自立や社会参加の実現のため、さまざまな支

援を行っています。今号では、その概要をお知らせし

ます。

　また、来年３月の策定を目標に作業を進めている「日

野市障害者福祉計画」についてもあわせて紹介します。 

（障害福祉課）

○支援費制度

　昨年４月から導入された「支

援費制度」は、身体障害者（児）

　心身に障害を持っている方を

対象に、手当の支給や医療費を

助成する制度があります。また、

障害児を監護・養育している方

を対象に、手当を支給する制度

があります。次の要件に該当す

ると思われる方は、お問い合わ

せください。なお、既に受給さ

れている方は申請の必要はあり

ません。

○特別障害者手当等

　国の制度として、重度の障害

がある方、障害児を監

護、または養育してい

る方に手当が支給され

ます。（表１参照）

　いずれの手当も、現

在受給中の方には平成

１６年度現況届を郵送し

ています。指定の期日

までに提出してくださ

い。

○心身障害者（児）福祉手当

　東京都と日野市では、障害の

内容に応じて手当を支給してい

ます。

�対象・手当（月額）＝①身体

障害者手帳１・２級、進行性筋

 萎縮 症、脳性まひ、または愛の手
いしゅく

帳１～３度…都制度の方１５，５００

円、市制度の方（規定上、都制度

を受給できない方）１２，０００円②

身体障害者手帳３・４級、また

は愛の手帳４度…８，０００円③難

病（都から 医療券を交付され

ていてＢ型・Ｃ型肝炎、小児慢

性疾患、小児精神病を除く難病

に該当する方）…１０，０００円

�支払方法＝申請月の分から４

月・８月・１２月に口座振込

�対象外＝①２０歳以上で所得制

限額（表２の本人所得を参照）

を超える方②６５歳以上の新規の

方③施設に入所している方

※その他、詳細はお問い合わせ

ください

○難病手当受給者の方にお願い

　 医療券の有効期限に

日ごろから注意し、期限

切れになる前に保健所で

手続きをしてください。

その結果、更新された場

合は新しい 医療券のコ

ピーの提出を、更新され

なかった場合はその旨を

障害福祉課へ連絡してく

都

都

都

○愛の手帳

　知的障害者（児）が、様々

な援護や制度上のサービスを

受けるときに役立ちます。

○身体障害者手帳

　身体（肢体、聴覚、視覚、

言語、心臓、呼吸器など）に

障害を持つ方が、様々な援護

や制度上のサービスを受ける

ときに役立ちます。

○精神障害者保健福祉手帳

　精神障害者が自立して生活

し、社会参加するための手助

けとなります。

支給制限支給回数と支給月支給月額手当の受給（申請）ができない方手当の受給（申請）ができる方手当名

本人・扶養義務者
等の所得制限（表
２参照）がありま
す

年４回払い
（２・５・８・１１月）
認定月の翌月から該当

２６,５２０円

・２０歳未満の方
・施設等に入所している方
・病院または診療所に３カ月以上
入院している方

概ね次の程度の障害をお持ちの２０
歳以上の方
・身体障害者手帳１・２級
・愛の手帳１・２度
・上記と同等の疾病、精神障害を
お持ちの方

特
別
障
害
者
手
当

１４,４３０円

・２０歳以上の方
・施設等に入所している方
・障害を支給事由とする給付（障
害年金等）を受けている方

概ね次の程度の障害をお持ちの２０
歳未満の方
・身体障害者手帳１・２級
・愛の手帳１・２度
・上記と同等の疾病、精神障害を
お持ちの方

障
害
児
福
祉
手
当

本人・扶養義務者
等の所得制限（表
３参照）がありま
す

年３回払い
（４・８・１１月）
認定月の翌月から該当

重度
５０,９００円

中度
３３,９００円

養育している子が
・施設等に入所している方
・障害を支給事由とする給付（障
害年金等）を受けている方

概ね次の程度の障害をお持ちの２０
歳未満の子を養育する父母または
養育者
・身体障害者手帳１・２・３級。４
級は下肢の一部

・愛の手帳１・２・３度
・統合失調症、そううつ病、てん
かん等

特
別
児
童
扶
養
手
当

●特別障害者手当等

※いずれの手当も、所定の「診断書」による判定が必要な場合があります

ださい。

　難病手当受給者の方で、現在

お持ちの 医療券の有効期限が

平成１６年９月３０日となっている

方は、新しい 医療券のコピー

を提出してください。

○心身障害者医療費助成

　東京都では、重度の心身障害

がある方の医療費負担を軽減す

るために、医療費の一部を助成

しています。該当する方は申請

のうえ「 受給者証」の交付を

受けてください。

�対象＝市内に住所があり、身

体障害者手帳１・２級（心臓等

の内部障害は３級まで）、また

都

都

障

は愛の手帳１・２度をお持ちの

６５歳未満の方

�対象外＝①医療保険に未加入

の方②平成１５年中の所得（控除

後）が所得制限額以上の方（表

２参照。ただし、２０歳以上は本

人の、２０歳未満は加入医療保険

の世帯主等の所得）③児童福祉

施設、知的障害者援護施設に入

所している方④生活保護を受け

ている方

�申請に必要なもの＝①印鑑②

医療保険証③身体障害者手帳ま

たは愛の手帳

※すでに受給者証をお持ちの方

で平成１５年中の所得が制限額以

下の方には、新しい受給者証を

８月３０日�までにお送り

します。

○通院医療費公費負担制度

　精神疾患を有し、各種

保険の適用を受け通院医

療を受ける場合、その医

療に必要な費用（薬代を

含む）の９５％を公費で負

担する制度です。

　このほか、心身障害者

の保護者が死亡または心

身の機能を著しく失った

ときに、障害者に年金な

どを給付する心身障害者

扶養年金（都制度）があ

ります。詳しくはお問い

合わせください。

または知的障害

者（児）の方が、

契約に基づき様

々なサービスを

利用する制度で

す。この制度に

よるサービスを

利用するために

は、障害福祉課

に支援費の支給

を申請し、受給

者証を受ける必

要があります。

「支援費制度」

の対象となるサ

ービスは右表の

とおりです。

○補装具の交付・修理

　都の心身障害者福祉センター

で判定を受けて適当とされた身

体障害者の方に補装具を交付

し、故障したときには修理をし

ます。所得に応じた自己負担が

あります。

○人工肛門・人工膀胱装具及び
酸素購入費用助成事業

　直腸・ 膀胱 に障害をお持ちの
ぼうこう

方の装具購入費、内部障害者の

酸素購入費の助成を行っていま

す。所得に応じた自己負担があ

ります。

○日常生活用具・住宅設備改善
費の給付

　原則として重度の障害者（児）

の方に、生活用具（浴槽、特殊

寝台、湯沸器、盲人用時計等）

の給付及び浴室、トイレ、居室

等の改善費の給付をしていま

す。所得に応じた自己負担があ

ります。

○福祉電話

　重度障害者に福祉電話を貸し

出し、電話料の一部を市が助成

します。すでに電話を所有して

いる方にも料金を一部補助する

制度があります。所得、障害程

度に応じて制限があります。

○福祉タクシー補助事業

　身体障害者手帳１～３級、愛

の手帳１～３度の方にタクシー

基本料金を補助します。

○自動車ガソリン費助成事業

　身体障害者手帳１～３級、愛

の手帳１～３度の方で自動車税

の減免を受けている方にガソリ

ン費を補助します。

○車いすタクシー

　寝たきりの方や車いすの方な

どが外出するとき、車いすや寝

台のままで乗車できるリフト式

のタクシーを市内のタクシー会

社が運行し、市が補助していま

す。申し込みは直接タクシー会

社へ。

○緊急通報システム

　心身障害者で電話使用が困難

な方や発作を起こす恐れのある

方の住居に無線受信機を設置

し、異常事態に対応しています。

○火災安全システム

　１８歳以上の重度心身障害者

で、緊急対応が困難な方の住居

に専用機器を設置。火災発生時

に東京消防庁に自動通報し、消

火救助活動への対応をしていま

す。

○地域自立生活支援センター

　身体に障害のある方の生活に

関する相談に応じながら、自立

への支援をしています。

○自動車運転教習費の助成

○自動車改造費の助成
　
○ＪＲ・民営バス・航空運賃の割引
　

　このほか、いろいろな制度や

事業があります。詳しくは障害

福祉課へお問い合わせくださ

い。

障害者福祉サービスを紹介障害者福祉サービスを紹介

限度額（円）
扶養数

配偶者及び扶養義務者本人

６,２８７,０００　　４,５９６,００００人

６,５３６,０００　　４,９７６,０００１人

６,７４９,０００　　５,３５６,０００２人

６,９６２,０００　　５,７３６,０００３人

７,１７５,０００　　６,１１６,０００４人

７,３８８,０００　　６,４９６,０００５人

２１３,０００　　３８０,０００
１人増す
ご と に

●特別児童扶養手当所得制限一覧　　（表３）

限度額（円）
扶養数

配偶者及び扶養義務者本人

６,２８７,０００　　３,６０４,００００人

６,５３６,０００　　３,９８４,０００１人

６,７４９,０００　　４,３６４,０００２人

６,９６２,０００　　４,７４４,０００３人

７,１７５,０００　　５,１２４,０００４人

７,３８８,０００　　５,５０４,０００５人

２１３,０００　　３８０,０００
１人増す
ご と に

●各種手当所得制限一覧 （表２）
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　障害福祉課では、市民の

皆さんとともに「日野市障

害者福祉計画」の策定作業

を進めています。この計画

は、「日野市地域福祉計画」

のうちの個別計画と位置づ

け、平成１６年度末の策定を

目指しています。計画期間

は平成１７年度～２１年度の５

カ年です。

○策定の背景・内容

　障害者基本法第７条の２

第３項及び同第７項の規定

に基づき、国及び東京都の

関連計画との整合性を図り

ながら、日野市の状況等を

把握した上で、市の取り組

むべき障害者施策に関する

計画を策定します。

○策定作業の進め方

　現在、「身体」「知的」「精

神」「児童」の４つの部会

（ワーキングチーム）に分

かれて検討を進めていま

す。各部会には、それぞれ

障害関係団体の代表者のほ

か公募市民の方も参加して

います。

　この部会の上部組織とし

て「策定委員会」があり、

各部会からの提案をもとに

意見調整を行い、内容の具

体的な検討を行います。

　また、障害者と健常者、

計１,５００人を無作為に抽出

して、市民意識調査を行い

ました。この調査は計画策

定の貴重な基礎データを得

るために実施したもので、

現在集計及び分析作業を進

めています。

○広く意見を求めます

　この計画の原案ができる

前に、広く市民の皆さんか

ら意見を求めます。時期は

１１月～１２月ころを予定して

います。詳細は、決まり次

第、広報等でお知らせしま

す。

新
し
い
計
画
を
策
定
中
で
す

新
し
い
計
画
を
策
定
中
で
す

各種の手帳各種の手帳 ������ ��

���� ����きめ細かい援護制度きめ細かい援護制度

児童福祉法によるサービス
（障害児のみ）知的障害者福祉法によるサービス身体障害者福祉法によるサービス

　

・居宅介護（ホームヘルプ）
・デイサービス
・短期入所（ショートステイ）

・居宅介護（ホームヘルプ）
・デイサービス
・短期入所（ショートステイ）
・地域生活援助（グループホーム）

・居宅介護（ホームヘルプ）
・デイサービス
・短期入所（ショートステイ）

居　

宅

　

・更生施設
・授産施設（政令で定める施設）
・通勤寮
・国立コロニー

・更生施設
・療護施設
・授産施設（政令で定める施設）

施　

設

※支給内容や申請手続き等、詳細は障害福祉課へお問い合わせください

「支援費制度」の対象となるサービス

�

����手当の支給や医療費を助成手当の支給や医療費を助成����

（表１）

障害福祉課問合せ先

ことしは日野宿開設４００年

　第1093号  平成16年（2004年）8月15日特 集第1093号  平成16年（2004年）8月15日　

●● 45


